
 
平成１９年１２月１１日 

内 閣 府 （ 防 災 担 当 ） 

 
 

「大規模災害時における住家被害認定業務の 

実施体制整備に関する検討会」の開催について 
 

 

１．開催の趣旨 

平成１９年においても能登半島地震、中越沖地震等数多くの災害が発生していると

ころであり、特に大規模災害時において住家被害認定業務を迅速かつ的確に実施する

ことの重要性及び必要性が指摘されていることから、学識経験者や自治体関係者など

をメンバーとする検討会を開催し、大規模災害時における住家被害認定業務の実施体

制整備について総合的な検討を行うこととする。 

 

２．第１回検討会の開催日程 

（１）日 時： 平成19年 12月 14日（金） 10：00～12：00 

（２）場 所： 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱９Ｆ会議室 

東京都港区港南２－16－４ 品川グランドセントラルタワー 

ＴＥＬ：03-6711-1242(代) 

 

３．検討事項 

① 大規模災害時における被害認定の運用状況等の分析 

② 住家被害認定業務の実施体制整備のあり方 等 

 

４．検討会委員 

 （座長） 重川 希志依   富士常葉大学大学院環境防災研究科教授 

      杉山 義孝    財団法人日本建築防災協会専務理事 

      田村 圭子    新潟大学災害復興科学センター特任准教授 

      中埜 良昭    東京大学生産技術研究所教授 

      細貝 和司    柏崎市復興管理監 

 

５．取材  

・会議は非公開。ただし、冒頭のカメラ撮りは可。 

・検討会終了後、議事概要を内閣府ホームページに掲載予定。 

 

 

 

記者発表資料 

永田クラブ 

国土交通記者会 へ貼り出し 

本件問い合わせ先 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（災害復旧・復興担当）付参事官補佐 椎名 

ＴＥＬ：03-3501-5191（直通） 


